






Ⅱ.行政施策上の提言、及び青少年健康センターの推進状況 

次に、こうした臨床経験をもとに、行政施策上の提言をしたい。主な点は次の三つである。 

1.青少年問題に関する行政中枢の設置わが国は、文部省、厚生省、総務庁などが青少年問

題を扱っているが統一性がなく省庁間の壁が対策上大きな障碍となっている。行政中枢を

設置する方向の施策が強く望まれる。 

2.地域社会における諸機関の連携 

上と関係して各地域でも多くの機関がばらばらに動いており、相互の連携と中枢機関が望

まれる。 

3.思春期専門施設の育成具体的なものとして、著者らは関東地域の各種専門家の英知を集

めて、目下、「青少年健康センター」の設立を推進している。活動は三部門(①治療相談部

門、②研究研修部門、③ウエルネス部門)からなり、①は都心に青少年専門クリニックが、

②は養護教諭・生徒指導教諭対象の研修が、③はキャンプ活動などが、すでに発足してい

る。センタ」建設は次年度になる予定である。行政は、各地にこうした専門施設を急ぎ育

成する必要が痛感される。 


